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立川市総合都市交通戦略

１．概要

理念

・

方針

・目指すべき交通に関する将来像

「子供からお年寄りまで幅広い世代が多様な交
通手段で移動しやすい都市」

・交通施策と土地利用施策の相互連携

・重点整備地区の設定

①中心市街地周辺地区

②新市街地周辺地区

③旧庁舎周辺地区

④武蔵砂川駅北側地区

目標

年次

目標・方針（H27～H36)

実施計画(短期H27～H31、中期H32～H36)

位置

づけ

立川市第４次長期総合計画及び立川市都市計
画マスタープラン、交通マスタープラン等を踏ま
え交通に関する戦略の改定を行う。

総合交通体系（PT調査） ○ H10、H20

交通マスタープラン ○ Ｈ24

都市計画マスタープラン ○ Ｈ13、（Ｈ28
改定予定）

戦略
策定

範囲

都市圏 ○ 分析範囲

市域 ○ 施策範囲

特定エリアのみ

■重点整備地区の設定

■将来像
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２．目標と指標

評価指標については、
施策の効果を直接的に
示すアウトカム指標を
採用します。第４次長
期総合計画と合わせて
概ね５年後の目標値を
示し、各地区で実施さ
れる施策を評価するた
めに、メインとなる指標
を１つ設定しています。
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３．展開施策（１）交通に関する主な施策

交通施策一覧図交通施策一覧図交通施策一覧図交通施策一覧図
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３．展開施策（２）土地利用に関する主な施策
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３．展開施策（３）基本方針

①ハード整備などの「交通基盤」、②バスサービスやレーン整備などの「交通サー

ビス」、③情報提供や交通誘導などの「交通需要マネジメント」の３タイプの施策を

含む交通施策と、土地利用施策を合わせた施策パッケージを設定します。
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３．展開施策（４）重点整備地区・市内全域で実施する施策パッケージ
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■重点整備地区①中心市街地周辺地区

【地区の目標】

・さまざまな人々が集まる中心市街地において、複数の目的地を気楽に回ることができる。

・中心市街地へ、市内･市外から渋滞などをせずに快適にアクセスできる。

中心市街地周辺地区施策一覧図中心市街地周辺地区施策一覧図中心市街地周辺地区施策一覧図中心市街地周辺地区施策一覧図
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■重点整備地区②新市街地周辺地区

【地区の目標】

・大規模な土地利用転換が想定される新市街地周辺地区へ、市内･市外から複数の交通手段で移動すること

ができる。

・交通結節点で交通手段をスムーズに乗り継いで、地区内の目的地にアクセスできる。

新市街地周辺地区施策一覧図新市街地周辺地区施策一覧図新市街地周辺地区施策一覧図新市街地周辺地区施策一覧図



関東

9
立川市総合都市交通戦略

■重点整備地区③旧庁舎周辺地区

【地区の目標】

・病院の建替え等による都市機能の更新が想定される旧庁舎周辺地区へ、市内･市外から複数の交通手段で移動

することができる。

・高齢者、子育て層、子どもなどさまざまな人々が、地区内を安全･安心に移動することができる。

旧庁舎周辺地区施策一覧図旧庁舎周辺地区施策一覧図旧庁舎周辺地区施策一覧図旧庁舎周辺地区施策一覧図
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■重点整備地区④武蔵砂川駅北側地区

【地区の目標】

・大規模な土地利用転換が想定される旧日産村山工場跡地地区へ、市内･市外から複数の交通手段で移動するこ

とができる。

・交通結節点で交通手段をスムーズに乗り継いで、地区内の目的地にアクセスできる。

武蔵砂川駅北側地区施策一覧図武蔵砂川駅北側地区施策一覧図武蔵砂川駅北側地区施策一覧図武蔵砂川駅北側地区施策一覧図
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■市内全域で取り組む施策

【目標】

・高齢者、子育て層、子どもなどさまざまな人々が、自宅周辺や地域拠点まで安全･安心に移動することができる。

・市内や隣接市の地域拠点間を複数の手段で移動することができる。

・地域拠点では交通手段をスムーズに乗り継ぎできる。

市内全域で取り組む施策一覧図市内全域で取り組む施策一覧図市内全域で取り組む施策一覧図市内全域で取り組む施策一覧図
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４．総合都市交通戦略の推進及び評価

施策パッケージの進捗状況と
効果を計測するための評価指
標のモニタリングを行う体制を
構築します。評価指標には毎
年計測できるものと５年おきに
計測できるものが存在しますが、
前者については毎年点検を行
います。

総合都市交通戦略は概ね５
年に１回の評価･見直し･改善を
想定しますが、毎年の点検の
結果や、社会動向、土地利用
動向の変動に応じて必要な時
期に随時見直しを行っていきま
す。
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５．その他（戦略報告書の構成・特徴等）

移動は人々の活動に伴って発生するため、総合都市交通戦略は活動の基盤となる土地利用の将来像と
の整合性を保って策定しています。

一方で、交通環境の整備状況に対し、開発が先行するような地域では、交通渋滞･公共交通の混雑など
さまざまな問題が生じる可能性があります。そのため、総合都市交通戦略を機動的に見直す体制を整え、
開発動向とタイミングを合わせた交通基盤の整備･交通サービスの導入や、周囲の交通とバランスのとれ
た開発への誘導について、他の施策と連携しながら取り組んでいきます。

■交通と土地利用の相互連携

■交通と土地利用の相互連携の取組方針

①開発動向とタイミングを合わせた交通基盤の整備･交通サービスの導入

新たな開発によって大規模施設等の都市機能が導入･強化されることで、周辺の交通量が増加し、交
通渋滞･公共交通の混雑等の問題が生じる可能性があります。立川市では開発の動向とタイミングを合
わせた交通基盤の整備･交通サービスの導入に向け、開発に伴う交通量の増加等により交通環境が悪
化しないように対策を図ります。

② 交通とバランスのとれた開発への誘導

提供可能な交通基盤･交通サービスには限りがあるため、開発計画に合わせた交通の整備を行うだ
けではなく、開発が予定される地区周辺の交通環境と、開発のバランスを調整することも重要になります。

立川市では個別の開発計画に対し、周囲の交通基盤･交通サービスの水準から見て交通環境への影響
がないように、開発事業者と協議の上、適正な開発への誘導を図ります。


